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す
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サ
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不
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者
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指
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者
投
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を
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指
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員

〇
財
政
的
援
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の
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〇
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結
果
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の
公
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五

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
四
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
〇
七
〇
〇
三
一
四

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン　

な
ご
み

名
取
市
小
山
一
丁
目
二

－

三

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

株
式
会
社
ア
ル

フ
ァ
ー
ラ
イ
フ

平
成
二
十
八
年

五
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
五
号

　

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
の
と
お
り

二　

認
可
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
長
清
水
二
四
、
二
七
の
二
、
三
〇
の
二

二　

指
定
の
目
的

　
　

潮
害
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

㈡ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。
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㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
南
三
陸
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

公　
　
　

告

〇
県
営
西
矢
本
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））
計
画
の
変
更

に
当
た
り
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を

行
う
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
土
地
改
良
事
業

変
更
計
画
の
概
要
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
概
要
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　

 　

県
営
西
矢
本
地
区
土
地
改
良
事
業
（
農
山
漁
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
））
変
更
計
画

概
要
書

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

　
　

東
松
島
市
役
所
及
び
東
松
島
市
役
所
鳴
瀬
庁
舎

四　

意
見
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

１　

提
出
期
限　

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
日

　

２　

提
出
方
法　

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
長
宛
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　

送
付
先　

〒
九
八
六

－

〇
八
一
二　

宮
城
県
石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四
の
三
十
二

　
　
　

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　
ｅ
ｔ

－

ｓ
ｇ
ｓ
ｉ
ｎ
ｋ
ｓ
＠
ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
．
ｍ
ｉ
ｙ
ａ
ｇ
ｉ
．
ｊ
ｐ

　

３ 　

意
見
書
の
様
式
等　

様
式
は
任
意
で
す
が
、
言
語
は
日
本
語
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
氏
名
（
法
人
名
）
及
び
連

絡
先
を
必
ず
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

４ 　

意
見
書
の
取
扱
い　

提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
内
容
は
、
東
松
島
市
役
所
で
縦
覧
に
供
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
提
出

さ
れ
た
意
見
に
対
し
て
は
、
個
別
に
回
答
し
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
御
了
承
願
い
ま
す
。

　

５　

そ
の
他　

電
話
に
よ
る
意
見
は
お
受
け
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

気
仙
沼
市
東
八
幡
前
三
百
二
十
七
番
一
の
一
部
、
三
百

二
十
八
番
、
三
百
二
十
八
番
一
の
一
部
、
三
百
二
十
九
番

の
一
部
、
三
百
四
十
三
番
の
一
部
、
三
百
四
十
四
番
の
一

部
、
三
百
四
十
五
番
、
三
百
四
十
六
番
、
三
百
四
十
九
番
、

三
百
二
十
七
番
一
地
先
の
道
の
一
部
、
三
百
四
十
五
番
地

先
の
道
の
一
部
、
三
百
四
十
五
番
地
先
の
水
の
一
部

 

気
仙
沼
市　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

除
雪
ド
ー
ザ
（
14
ｔ
級
）　

一
台

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

出
納
局
契
約
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

四 　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

ユ
ニ
キ
ャ
リ
ア
株
式
会
社　

神
奈
川
県
川
崎
市
幸
区
新
小
倉

一
番
二
号

五　

落
札
金
額　

二
千
二
十
九
万
六
千
四
百
四
十
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

ロ
ー
タ
リ
除
雪
車
（
２
．
２
ｍ
級
）　

一
台

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

出
納
局
契
約
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

四 　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

日
立
建
機
日
本
株
式
会
社　

埼
玉
県
草
加
市
弁
天
五
丁
目
三

十
三
番
二
十
五
号

五　

落
札
金
額　

三
千
二
百
三
十
四
万
六
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

　
　
　
　

 

　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

凍
結
防
止
剤
散
布
車
（
湿
式
・
４
．
０
㎥
級
）　

一
台

二 　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

出
納
局
契
約
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
八
年
六
月
三
日

四 　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

日
立
建
機
日
本
株
式
会
社　

埼
玉
県
草
加
市
弁
天
五
丁
目
三

十
三
番
二
十
五
号

五　

落
札
金
額　

三
千
八
百
一
万
六
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
八
十
二
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
百
四
十
四
第
一
項
中
「
第
百
六
十
九
条
（
選
挙
公
報
の
発
行
手
続
）
第
五
項
」
を
「
第
百
六
十
九
条
（
選
挙
公
報

の
発
行
手
続
）
第
六
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
八
十
三
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
項
中
「
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
東
北
労
災
病
院
」
を
「
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
東
北
労

災
病
院
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
八
十
四
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
東
北
病
院
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
選
管
告
示
第
八
十
五
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委 

員 

長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

　
　
　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
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別
表
第
一
特
定
医
療
法
人
白
嶺
会
仙
台
整
形
外
科
病
院
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

東
北
医
科
薬
科
大
学
若
林
病
院　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　

市
若
林
区
大
和
町
二
丁
目
二
九
番
一
号

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

監
査
委
員

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
26号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
監
査
結
果
に
つ
い
て
，
宮
城

県
知
事
か
ら
同
条
第
12項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ
り
公

表
す
る
。

　
　
平
成
28年
６
月
21日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
中
　
　
山
　
　
耕
　
　
一
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
坂
　
　
下
　
　
　
　
　
賢
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

記

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
28年
３
月
25日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
28年
６
月
１
日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
⑴
　
団
体
名
　
阿
武
隈
急
行
株
式
会
社

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
　
期
末
に
お
い
て
，
累
積
欠
損
金
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
引
き
続
き
経
営
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
沿
線
人
口
の
減
少
に
伴
う
旅
客
収
入
の
減
な
ど
，
阿
武
隈
急
行
株
式
会
社
は
厳
し
い
経
営
状
況
に
あ
る
た

め
，
県
で
は
平
成
25年
度
か
ら
阿
武
隈
急
行
線
の
利
用
促
進
を
目
的
と
し
，
利
用
者
へ
の
運
賃
助
成
及
び
通
勤

定
期
券
購
入
に
対
す
る
地
域
商
品
券
の
交
付
並
び
に
利
用
促
進
や
活
性
化
事
業
に
係
る
経
費
の
負
担
に
つ
い

て
，
市
町
に
対
し
，
補
助
金
を
交
付
す
る
「
阿
武
隈
急
行
線
利
用
促
進
支
援
事
業
」
を
行
っ
て
き
た
（
平
成
26

年
度
か
ら
は
通
勤
定
期
券
に
つ
い
て
も
追
加
）。
そ
の
結
果
，
平
成
27年
度
は
前
年
度
よ
り
，「
阿
武
隈
急
行
線

利
用
促
進
支
援
事
業
」
を
利
用
す
る
旅
客
の
増
加
が
確
認
で
き
た
。

　
　
　
 　
ま
た
，
阿
武
隈
急
行
株
式
会
社
で
は
，
長
期
経
営
計
画
を
ベ
ー
ス
と
し
て
，
永
続
的
な
運
行
が
で
き
る
よ
う
，

「
新
経
営
健
全
化
５
カ
年
計
画
（
平
成
26年

度
～
平
成
30年

度
）」
を
策
定
し
，
新
規
イ
ベ
ン
ト
事
業
の
開
発

や
企
画
乗
車
券
の
発
売
等
の
収
入
確
保
策
を
講
じ
る
と
と
も
に
，
人
件
費
や
一
般
経
費
の
削
減
な
ど
を
進
め
て

い
る
。

　
　
　
 　
県
と
し
て
は
，
策
定
さ
れ
た
新
経
営
健
全
化
５
カ
年
計
画
に
よ
り
，
経
営
改
善
を
図
る
た
め
，
本
県
及
び
福

島
県
並
び
に
沿
線
市
町
等
で
構
成
さ
れ
る
「
阿
武
隈
急
行
線
再
生
支
援
協
議
会
」
の
も
と
適
切
に
指
導
・
助
言

す
る
と
と
も
に
，
今
後
も
引
き
続
き
必
要
な
支
援
を
行
っ
て
い
く
。

　
⑵
　
団
体
名
　
公
益
社
団
法
人
み
や
ぎ
農
業
振
興
公
社

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
イ
　
正
味
財
産
が
出
資
金
を
下
回
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
の
で
，
経
営
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
ロ
 　
牧
場
経
営
（
白
石
牧
場
，
牡
鹿
牧
場
）
の
改
善
が
図
ら
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
た
の
で
，
抜
本
的
な
見

直
し
や
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
ハ
 　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
及
び
Ｗ
Ｃ
Ｓ
収
穫
調
整
・
供
給
事
業
に
お
い
て
，
長
期
未
収
金
が
認
め
ら
れ
た
の

で
，
引
き
続
き
適
切
な
債
権
管
理
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
ニ
　
工
事
請
負
代
金
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
ホ
 　
受
注
工
事
の
下
請
負
（
外
注
注
文
）
に
お
い
て
，
発
注
者
の
承
諾
を
得
な
い
で
工
事
を
請
け
負
わ
せ
て
い

る
と
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
ヘ
　
立
替
金
に
お
い
て
，
不
明
瞭
な
事
務
処
理
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
イ
 　
当
該
団
体
は
，
平
成
25年
５
月
に
「
み
や
ぎ
農
業
振
興
公
社
中
期
経
営
プ
ラ
ン
」（
計
画
期
間
：
Ｈ
25～

Ｈ
29）
を
策
定
し
，
中
期
経
営
目
標
と
し
て
，
事
業
別
損
益
状
況
の
適
時
把
握
や
適
切
な
債
権
管
理
等
の
経

営
安
定
化
に
向
け
た
取
組
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
，
県
と
し
て
は
，
団
体
の
取
組
を
的
確
に
把
握
し
，

団
体
が
公
益
法
人
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
つ
つ
，
か
つ
，
自
立
し
た
経
営
が
実
現
で
き
る
よ
う
，
必
要
な

指
導
・
助
言
を
引
き
続
き
行
っ
て
い
く
。

　
　
　
ロ
 　
当
該
団
体
で
は
，
平
成
27年
12月
に
牧
場
事
業
の
経
営
改
善
計
画
を
策
定
し
て
お
り
，
こ
の
中
で
，
白
石

牧
場
に
つ
い
て
は
，
中
期
経
営
プ
ラ
ン
に
掲
げ
た
目
標
を
着
実
に
達
成
し
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
，
県
が
造

成
し
た
優
良
種
雄
牛
の
子
牛
生
産
供
給
基
地
と
し
て
，
優
良
肉
用
子
牛
を
安
定
的
に
供
給
す
る
役
割
を
担
う

も
の
と
位
置
付
け
，
基
礎
雌
牛
の
改
良
や
哺
育
技
術
の
向
上
等
の
取
組
を
強
化
し
，
こ
れ
ま
で
以
上
に
収
支

改
善
に
向
け
た
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
ほ
か
，
一
般
農
家
へ
の
改
良
技
術
の
普
及
等
に

も
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
 　
ま
た
，
牡
鹿
牧
場
に
つ
い
て
は
，
東
北
大
学
等
と
の
連
携
や
各
種
実
証
事
業
に
取
り
組
ん
で
き
た
も
の
の
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在
ま
で
に
収
支
の
改
善
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
，
今
後
の
見
通
し
も
厳
し
い
こ
と
か
ら
，
牧
場
運
営
の
廃
止

に
向
け
た
調
整
を
進
め
て
い
く
こ
と
で
理
事
会
の
承
認
を
得
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
 　
当
該
団
体
の
牧
場
経
営
に
つ
い
て
は
，
現
在
，
役
職
員
の
共
通
認
識
の
も
と
で
経
営
健
全
化
の
取
組
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
県
と
し
て
は
，
当
面
は
，
経
営
状
況
に
関
す
る
意
見
交
換
を
行
う
な
ど
，
当
該
団

体
が
策
定
し
た
経
営
改
善
計
画
の
進
捗
を
注
視
し
な
が
ら
，
改
善
に
向
け
た
指
導
・
助
言
を
行
っ
て
い
く
。

　
　
　
ハ
 　
長
期
未
収
金
に
つ
い
て
は
，
引
き
続
き
，
全
額
回
収
に
向
け
，
更
な
る
債
権
回
収
に
努
め
て
い
く
よ
う
指

導
し
て
い
く
。
ま
た
，
Ｗ
Ｃ
Ｓ
収
穫
調
整
・
供
給
事
業
に
つ
い
て
は
，「
債
権
の
管
理
・
回
収
マ
ニ
ュ
ア
ル
」

の
遵
守
を
徹
底
し
，
適
切
な
債
権
管
理
に
よ
る
具
体
的
な
債
権
回
収
を
行
っ
て
い
く
よ
う
指
導
・
助
言
を

行
っ
て
い
く
。

　
　
　
ニ
 　
工
事
担
当
部
門
と
契
約
・
経
理
担
当
部
門
の
両
部
門
が
工
事
請
負
契
約
書
に
基
づ
く
支
払
期
限
を
把
握

し
，
適
切
に
支
払
処
理
を
行
っ
て
い
く
よ
う
指
導
し
た
。

　
　
　
ホ
 　
受
注
工
事
の
下
請
負
に
当
た
っ
て
は
，
工
事
委
託
契
約
書
の
条
項
を
十
分
に
確
認
し
，
発
注
者
の
承
諾
を

得
る
な
ど
契
約
書
に
基
づ
き
適
切
に
処
理
す
る
よ
う
指
導
し
た
。

　
　
　
ヘ
 　
立
替
え
る
必
要
性
が
な
い
案
件
に
つ
い
て
，
適
切
な
事
務
処
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
改
善
さ
れ
た
こ
と
を
確

認
し
た
。

　
⑶
　
団
体
名
　
公
益
財
団
法
人
み
や
ぎ
林
業
活
性
化
基
金

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
イ
 　
会
計
帳
簿
等
に
お
い
て
，
極
め
て
不
適
切
・
不
明
瞭
な
整
備
状
況
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
を
図
る
必

要
が
あ
る
。

　
　
　
ロ
 　
貸
借
対
照
表
の
普
通
預
金
計
上
額
に
つ
い
て
，
預
金
残
高
金
額
と
相
違
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
改
善
を
図

る
必
要
が
あ
る
。

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
イ
 　
平
成
26年
度
決
算
に
お
け
る
会
計
帳
簿
等
の
適
正
化
を
図
る
上
で
検
討
し
た
結
果
，
主
た
る
原
因
が
「
公

益
法
人
会
計
事
務
の
処
理
体
制
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
」
と
「
会
計
ソ
フ
ト
の
更
新
等
の
不
良
で
あ
る
こ

と
」
が
判
明
し
た
た
め
，
み
や
ぎ
林
業
活
性
化
基
金
と
し
て
は
以
下
の
と
お
り
改
善
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
ａ
 　
会
計
体
制
を
強
化
す
る
た
め
，
基
金
会
計
を
主
と
し
て
担
当
す
る
責
任
者
１
名
と
，
簿
記
等
の
資
格
を

有
す
る
経
理
担
当
補
助
員
１
名
を
配
置
す
る
。（
平
成
28年
１
月
配
置
済
）

　
　
　
　
ｂ
 　
新
会
計
基
準
（
20年
基
準
）
に
対
応
す
る
会
計
決
算
事
務
（
正
味
財
産
増
減
計
算
書
及
び
内
訳
表
，
貸

借
対
照
表
や
総
勘
定
元
帳
等
関
係
帳
票
等
の
整
備
・
整
合
）
を
行
う
た
め
，
対
応
す
る
適
正
な
会
計
ソ
フ

ト
の
運
用
・
更
新
を
進
め
る
。（
平
成
27年
度
決
算
か
ら
対
応
。
平
成
28年
１
月
反
映
済
）

　
　
　
　
ｃ
 　
年
度
の
中
途
に
お
け
る
進
捗
管
理
の
徹
底
の
た
め
，
四
半
期
毎
に
残
高
試
算
表
を
作
成
し
，
チ
ェ
ッ
ク

を
行
う
。
ま
た
，
個
別
事
業
担
当
ご
と
に
行
っ
て
い
た
入
出
金
管
理
を
一
元
化
す
る
。

　
　
　
　
ｄ
 　
会
計
の
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
徹
底
す
る
た
め
，
基
金
会
計
担
当
に
加
え
，
事
務
局
長
及
び
宮
城
県
森
林
組

合
連
合
会
経
理
部
門
に
よ
る
複
数
段
階
に
よ
る
内
部
チ
ェ
ッ
ク
を
徹
底
す
る
。
ま
た
，
必
要
に
応
じ
て
税

理
士
事
務
所
の
指
導
を
受
け
，
適
正
な
決
算
を
図
る
。

　
　
　
　
 　
県
と
し
て
は
，
判
明
後
直
ち
に
法
人
に
対
し
て
強
く
改
善
の
実
行
を
指
導
し
，
平
成
26年
度
決
算
処
理
の

修
正
を
指
示
し
た
。
ま
た
，
現
金
の
出
納
管
理
，
修
正
後
の
帳
票
等
は
繰
り
返
し
内
容
を
確
認
し
な
が
ら
，

明
瞭
な
会
計
処
理
帳
票
の
作
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
指
導
を
行
っ
た
。

　
　
　
　
 　
今
後
は
，
上
記
４
つ
の
改
善
項
目
の
確
実
な
実
行
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
，
新
た
に
配
置
さ
れ
た
基
金
会
計

担
当
責
任
者
等
に
対
し
，
適
正
な
法
人
会
計
処
理
に
つ
い
て
，
事
務
局
長
等
の
決
裁
権
者
を
交
え
て
改
め
て

個
別
指
導
を
行
い
，
あ
わ
せ
て
，
会
計
処
理
帳
票
，
会
計
事
務
書
類
の
改
善
状
況
等
の
確
認
を
行
う
。

　
　
　
　
 　
ま
た
，
新
会
計
基
準
（
20年
基
準
）
に
対
応
す
る
よ
う
，
県
と
法
人
相
互
で
確
認
し
た
上
で
税
理
士
事
務

所
と
調
整
し
な
が
ら
修
正
等
を
行
い
，
会
計
処
理
の
適
正
化
を
図
る
。

　
　
　
　
 　
さ
ら
に
，
法
人
が
実
施
す
る
四
半
期
毎
の
残
高
試
算
表
の
確
認
作
業
に
同
席
し
，
入
出
金
状
況
の
確
認
と

助
言
を
行
い
，
年
度
中
途
で
発
生
し
た
疑
問
や
課
題
の
早
期
解
決
に
向
け
た
指
導
を
行
う
な
ど
，
県
と
し
て

チ
ェ
ッ
ク
を
強
化
し
，
継
続
し
た
改
善
が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
し
て
い
く
。

　
　
　
ロ
 　
金
額
の
相
違
を
生
じ
た
主
た
る
原
因
が
，
年
度
末
日
及
び
年
度
当
初
日
に
お
け
る
通
帳
等
確
認
の
徹
底
不

足
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
，
基
金
事
業
に
関
連
す
る
全
通
帳
に
つ
い
て
，
年
度
末
の
３
月
31日
に
記

帳
さ
れ
た
残
高
確
認
の
徹
底
を
図
る
。
ま
た
，
年
度
替
わ
り
に
伴
う
事
務
不
備
等
を
回
避
す
る
た
め
，
４
月

１
日
に
も
，
再
度
，
記
帳
さ
れ
た
残
高
確
認
を
行
い
，
普
通
預
金
の
適
正
計
上
を
徹
底
さ
せ
る
と
と
も
に
，

指
摘
事
項
イ
の
対
応
と
併
せ
，
県
と
し
て
適
正
な
会
計
処
理
が
図
ら
れ
る
よ
う
チ
ェ
ッ
ク
し
，
改
善
が
図
ら

れ
る
よ
う
法
人
を
指
導
し
て
い
く
。

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
27号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号
）
第
199条

第
９
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
定
期
監
査
結
果
に
つ
い
て
，

宮
城
県
知
事
か
ら
同
条
第
12項
の
規
定
に
よ
り
下
記
の
措
置
を
講
じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
，
同
項
の
規
定
に
よ

り
公
表
す
る
。

　
　
平
成
28年
６
月
21日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
中
　
　
山
　
　
耕
　
　
一
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
坂
　
　
下
　
　
　
　
　
賢
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
工
　
　
藤
　
　
鏡
　
　
子
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
成
　
　
田
　
　
由
 加
 里
　
　
　

記
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イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
114,470,016円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
271,009,386円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
385,479,402円

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
132,035,095円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
309,221,027円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
441,256,122円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
平
成
25年
３
月
に
策
定
し
た
「
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
」
及
び
「
平
成
27年
度
県
税
事
務
運
営
」

に
基
づ
き
，
次
の
と
お
り
収
入
未
済
額
の
縮
減
及
び
税
収
確
保
に
努
め
た
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
管
内
市
町
と
の
住
民
税
徴
収
確
保
対
策
会
議
等
を
通
じ
円
滑
な
情
報
交
換
を
図

り
な
が
ら
共
同
催
告
や
県
税
還
付
金
差
押
え
支
援
を
行
う
と
と
も
に
，
地
方
税
法
第
48条
に
基
づ
く
直
接
徴
収

を
実
施
し
た
。
ま
た
，
市
町
職
員
を
対
象
と
し
た
滞
納
整
理
研
修
会
を
開
催
す
る
と
と
も
に
，
現
地
研
修
の
一

環
と
し
て
も
共
同
徴
収
に
取
り
組
む
な
ど
市
町
へ
の
徴
収
技
術
支
援
を
行
っ
た
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
以
外
の
税
目
に
つ
い
て
は
，
初
動
・
調
査
チ
ー
ム
と
処
分
チ
ー
ム
の
連
携
を
強
化
し
な
が
ら
一

層
の
進
行
管
理
に
努
め
，
捜
索
を
は
じ
め
徹
底
し
た
財
産
調
査
に
基
づ
き
預
貯
金
や
自
動
車
な
ど
の
差
押
え
を

行
う
な
ど
滞
納
額
の
縮
減
に
努
め
た
。

　
⑶
　
仙
台
中
央
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
  915,028,595円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
1,471,741,520円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
2,386,770,115円

１
　
監
査
委
員
の
報
告
日

　
　
平
成
28年
３
月
25日

２
　
通
知
の
あ
っ
た
日

　
　
平
成
28年
５
月
18日

３
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容
及
び
措
置
の
内
容

　
⑴
　
大
河
原
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 92,268,761円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
315,182,207円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
407,450,968円

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 95,045,555円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
377,619,962円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
472,665,517円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
「
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
」
及
び
「
平
成
27年
度
大
河
原
県
税
事
務
所
運
営
方
針
」
に
基
づ
き
，

収
入
未
済
額
の
縮
減
と
県
税
収
入
の
確
保
に
努
め
た
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
共
同
催
告
（
７
市
町
：
2,326件

）
や
特
別
徴
収
未
実
施
事
業
所
へ
の
共
同
勧

奨
（
２
市
町
：
５
件
）
な
ど
市
町
と
連
携
し
た
取
組
を
実
施
し
た
ほ
か
，
地
方
税
法
第
48条
に
よ
る
直
接
徴
収

（
４
市
町
：
10件
）
や
県
税
還
付
金
の
差
押
え
支
援
（
９
市
町
：
88件
）
な
ど
市
町
を
支
援
す
る
事
業
を
積
極

的
に
実
施
し
た
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
以
外
の
税
目
に
つ
い
て
は
，
自
動
車
税
を
中
心
に
早
期
の
折
衝
・
催
告
に
よ
り
滞
納
の
未
然
防

止
に
努
め
る
と
と
も
に
，
財
産
調
査
の
早
期
着
手
に
よ
り
滞
納
事
案
に
応
じ
た
効
果
的
な
財
産
差
押
え
を
行

い
，
自
動
車
や
預
貯
金
の
差
押
え
を
重
点
的
に
実
施
し
た
。
ま
た
，
高
額
事
案
や
長
期
滞
納
事
案
に
つ
い
て
は
，

徹
底
し
た
財
産
調
査
と
事
案
検
討
会
に
よ
る
組
織
的
な
処
理
方
針
に
基
づ
く
滞
納
処
分
又
は
滞
納
処
分
の
執
行

停
止
を
行
い
，
適
切
な
債
権
管
理
に
努
め
た
。

　
⑵
　
仙
台
南
県
税
事
務
所
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・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
  914,497,441円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
1,912,656,039円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
2,827,153,480円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
（
平
成
25年
３
月
策
定
），
平
成
27年

度
県
税
事
務
運
営
及
び
平
成
27

年
度
県
税
事
務
実
施
計
画
に
基
づ
き
滞
納
額
の
縮
減
に
取
り
組
ん
だ
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
住
民
税
徴
収
対
策
会
議
の
開
催
，
県
税
還
付
金
情
報
の
提
供
，
車
両
保
有
状
況

調
査
支
援
及
び
合
同
捜
索
の
実
施
等
に
よ
り
仙
台
市
と
の
連
携
強
化
を
図
る
と
と
も
に
収
入
未
済
額
の
縮
減
に

努
め
た
。

　
　
　
 　
そ
の
他
の
税
目
に
つ
い
て
は
，
早
期
の
折
衝
・
財
産
調
査
に
努
め
，
納
税
資
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
納

税
に
応
じ
な
い
者
に
は
自
動
車
差
押
え
，
債
権
差
押
え
な
ど
滞
納
処
分
を
積
極
的
に
進
め
た
。
そ
れ
で
も
解
決

し
な
い
案
件
に
つ
い
て
は
，
自
動
車
タ
イ
ヤ
ロ
ッ
ク
，
捜
索
・
動
産
差
押
え
，
公
売
等
を
実
施
し
，
税
収
確
保
，

収
入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
て
い
る
。

　
⑷
　
塩
釜
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
123,076,889円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
193,113,962円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
316,190,851円

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
114,876,766円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
295,621,539円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
410,498,305円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
「
県
税
滞
納
額
縮
減
対
策
３
か
年
計
画
」，「
平
成
27年
度
県
税
事
務
運
営
」
及
び
「
平
成
27年
度
塩
釜
県
税

事
務
所
事
務
実
施
計
画
」
に
基
づ
き
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
た
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
日
頃
か
ら
各
市
町
と
の
連
絡
調
整
の
機
会
を
確
保
し
信
頼
関
係
を
深
め
連
携
を

強
化
し
，
市
町
の
連
名
に
よ
る
共
同
催
告
書
を
発
送
し
た
ほ
か
，
市
町
職
員
を
対
象
と
し
た
研
修
会
の
開
催
や

県
税
還
付
金
差
押
え
支
援
な
ど
市
町
の
滞
納
額
縮
減
対
策
へ
の
継
続
的
な
支
援
に
取
り
組
ん
だ
。

　
　
　
 　
ま
た
，
個
人
県
民
税
以
外
の
税
目
に
つ
い
て
は
，
差
押
え
を
主
体
と
し
た
滞
納
整
理
を
継
続
的
に
実
施
し
た
。

（
差
押
目
標
件
数
：
300件

，
実
施
件
数
：
457件

）

　
　
　
 　
さ
ら
に
，
財
産
調
査
を
積
極
的
に
行
い
，
財
産
の
な
い
者
は
処
分
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
５
年
時
効
の
発
生

防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
，
滞
納
事
案
検
討
会
を
開
催
し
長
期
滞
納
者
及
び
大
口
滞
納
者
に
対
す
る
対
応
方
針

を
決
定
し
て
効
果
的
・
効
率
的
な
滞
納
整
理
に
あ
た
っ
た
。

　
⑸
　
北
部
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
113,961,925円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
395,105,009円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
509,066,934円

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
111,361,352円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
432,602,756円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
543,964,108円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，「
個
人
住
民
税
徴
収
対
策
会
議
」（
年
２
回
），「
滞
納
処
分
実
務
研
修
会
」（
年

１
回
）
を
開
催
し
，
情
報
交
換
や
滞
納
処
分
技
術
向
上
の
支
援
を
図
っ
た
ほ
か
，
県
税
職
員
の
管
内
市
町
徴
税

吏
員
併
任
発
令
及
び
管
内
市
町
徴
税
吏
員
の
相
互
併
任
発
令
職
員
に
よ
る
「
併
任
職
員
徴
収
対
策
会
議
」
に
よ

る
差
押
え
・
捜
索
を
行
う
チ
ー
ム
を
編
成
し
，
徴
収
対
策
を
実
施
し
た
。

　
　
　
 　
ま
た
，
法
48条
に
よ
る
直
接
徴
収
の
引
受
や
県
と
町
の
連
名
に
よ
る
共
同
催
告
を
実
施
す
る
な
ど
，
収
入
未

済
額
の
縮
減
に
努
め
た
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
以
外
の
税
目
に
つ
い
て
は
，
財
産
調
査
の
早
期
着
手
に
努
め
，
預
貯
金
等
債
権
の
差
押
え
を
主

体
に
効
果
的
な
財
産
差
押
え
を
実
施
し
た
。
さ
ら
に
財
産
の
な
い
者
は
処
分
停
止
等
の
措
置
を
講
じ
適
切
な
徴

収
管
理
に
努
め
た
。

　
⑹
　
北
部
県
税
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
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イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 22,605,363円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 65,706,244円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
 88,311,607円

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 23,666,033円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
 93,787,047円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
117,453,080円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
に
つ
い
て
は
，
北
部
県
税
事
務
所
と
共
同
で
住
民
税
徴
収
対
策
会
議
や
滞
納
処
分
実
務
研
修
会

を
開
催
し
，
栗
原
市
と
の
連
携
強
化
，
徴
収
技
術
の
向
上
等
に
努
め
た
。
ま
た
，
当
所
の
職
員
５
名
を
栗
原
市

職
員
（
徴
税
吏
員
）
に
併
任
発
令
し
，
特
別
徴
収
未
納
者
に
対
し
共
同
で
訪
問
催
告
（
18件
）
す
る
こ
と
を
始

め
，
栗
原
市
で
実
施
し
た
捜
索
（
３
件
）
に
捜
索
員
と
し
て
参
加
す
る
な
ど
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
と
税
収
確

保
支
援
に
努
め
た
。

　
　
　
 　
個
人
県
民
税
以
外
の
一
般
税
に
つ
い
て
は
，
早
期
の
納
税
折
衝
，
財
産
調
査
に
努
め
た
ほ
か
，
納
税
資
力
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
納
税
に
応
じ
な
い
者
に
は
滞
納
処
分
を
積
極
的
に
進
め
た
。

　
　
　
 　
な
お
，
滞
納
処
分
は
，
換
価
が
容
易
で
あ
る
債
権
差
押
え
を
中
心
と
し
て
い
る
一
方
，
困
難
案
件
に
つ
い
て

は
自
動
車
差
押
え
，
捜
索
・
動
産
差
押
え
，
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
な
ど
滞
納
整
理
の
手
法
を
活
用
し
税
収
確

保
，
収
入
未
済
額
の
縮
減
に
努
め
て
い
る
。

　
⑺
　
気
仙
沼
県
税
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
県
税
に
お
い
て
，
収
入
未
済
を
解
消
す
る
努
力
は
見
ら
れ
る
が
，
な
お
収
入
未
済
が
あ
っ
た
の
で
，
更
に
適

切
な
徴
収
対
策
を
講
じ
，
税
収
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
・
Ｈ
26年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 39,124,790円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
126,125,838円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
165,250,628円

　
　
　
　
・
Ｈ
25年
度
収
入
未
済
額

　
　
　
　
　
　
現
年
度
分
　
　
 37,571,417円

　
　
　
　
　
　
過
年
度
分
　
　
156,976,069円

　
　
　
　
　
　
合
　
　
計
　
　
194,547,486円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
平
成
26年
度
に
お
い
て
は
，
預
金
等
の
債
権
を
中
心
に
差
押
え
を
行
っ
た
ほ
か
，
捜
索
も
実
施
す
る
な
ど
し

て
，
滞
納
額
の
縮
減
に
取
り
組
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
 　
平
成
27年
度
に
お
い
て
は
，
定
期
的
な
一
括
預
金
調
査
や
住
民
税
課
税
状
況
調
査
，
給
与
調
査
等
の
財
産
調

査
を
実
施
し
，
こ
れ
ら
の
結
果
を
活
用
し
て
差
押
え
を
執
行
し
た
ほ
か
，
捜
索
も
実
施
し
た
。
ま
た
，
差
押
え

可
能
財
産
が
見
つ
か
ら
な
い
滞
納
者
に
対
し
て
は
，
こ
ま
め
な
折
衝
を
心
が
け
自
主
納
付
に
繋
げ
た
。

　
　
　
 　
さ
ら
に
，
管
内
市
町
と
の
連
携
に
よ
り
個
人
住
民
税
の
直
接
徴
収
（
48条
徴
収
）
を
実
施
し
滞
納
額
の
縮
減

に
努
め
た
。

　
⑻
　
大
河
原
土
木
事
務
所

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
委
託
料
及
び
工
事
請
負
費
の
支
出
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い

よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
委
託
料
及
び
工
事
請
負
費
に
つ
い
て
，
誤
っ
た
会
計
年
度
予
算
か
ら
支
出
し
た
も
の
。

　
　
　
イ
　
平
成
25年
度
予
算
か
ら
支
出
す
べ
き
と
こ
ろ
，
平
成
26年
度
予
算
か
ら
支
出
し
た
も
の
。

　
　
　
　
ａ
　
委
託
料

　
　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
459,900円

　
　
　
　
ｂ
　
工
事
請
負
費

　
　
　
　
　
・
件
数
　
２
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
1,607,550円

　
　
　
ロ
　
平
成
26年
度
予
算
か
ら
支
出
す
べ
き
と
こ
ろ
，
平
成
27年
度
予
算
か
ら
支
出
し
た
も
の
。

　
　
　
　
ａ
　
委
託
料

　
　
　
　
　
・
件
数
　
１
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
440円

　
　
　
　
ｂ
　
工
事
請
負
費



（9）　平成28年６月21日　火曜日 第2767号宮　　城　　県　　公　　報
　
　
　
　
　
・
件
数
　
２
件

　
　
　
　
　
・
金
額
　
12,411,150円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
誤
っ
た
会
計
年
度
予
算
か
ら
支
出
し
た
背
景
に
は
，
人
事
異
動
に
よ
る
担
当
者
間
の
事
務
引
き
継
ぎ
が
不
十

分
で
あ
っ
た
こ
と
や
，
担
当
者
の
予
算
制
度
に
対
す
る
認
識
不
足
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
，
担
当
者
が
替

わ
っ
て
も
精
算
事
務
が
遺
漏
な
く
適
切
に
行
え
る
よ
う
，
契
約
・
支
払
い
等
の
デ
ー
タ
を
す
べ
て
盛
り
込
ん
だ

調
書
を
作
成
し
，
誰
も
が
契
約
・
支
出
状
況
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
共
有
化
す
る
と
と
も
に
，
実
務
研
修
へ
の

参
加
や
Ｏ
Ｊ
Ｔ
を
通
し
て
担
当
者
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
等
を
図
り
，
再
発
防
止
に
努
め
る
こ
と
と
し
た
。

　
⑼
　
利
府
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
 　
需
用
費
に
お
い
て
，
支
払
遅
延
に
よ
る
遅
収
加
算
額
の
発
生
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う

に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
 　
公
共
料
金
振
替
口
座
に
電
気
料
を
入
金
す
べ
き
と
こ
ろ
，
誤
っ
た
口
座
に
入
金
手
続
き
し
た
た
め
，
口
座
引

落
不
能
と
な
っ
た
結
果
，
早
期
収
納
割
引
が
適
用
さ
れ
ず
，
３
％
の
遅
収
加
算
額
が
発
生
し
た
も
の
。

　
　
　
・
件
数
　
　
　
　
１
件

　
　
　
・
電
気
料
金
額
　
621,794円

　
　
　
・
遅
収
加
算
額
　
 18,106円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
 　
支
出
負
担
行
為
兼
支
出
命
令
決
議
書
の
決
裁
時
に
前
日
入
金
の
有
無
及
び
公
共
料
金
口
座
へ
の
支
払
確
認
を

す
る
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
を
添
付
し
，
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
強
化
し
た
。

　
⑽
　
工
業
高
等
学
校

　
　
イ
　
監
査
委
員
の
報
告
の
内
容

　
　
　
イ
 　
報
酬
に
お
い
て
，
支
給
額
の
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら
れ
た

い
。

　
　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
非
常
勤
講
師
の
報
酬
に
つ
い
て
，
支
給
額
の
算
定
に
誤
り
が
あ
っ
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
１
件

　
　
　
　
・
正
支
給
額
　
102,741円

　
　
　
　
・
誤
支
給
額
　
 34,247円

　
　
　
　
・
追
給
額
　
　
 68,494円

　
　
　
ロ
 　
需
用
費
に
お
い
て
，
不
適
切
な
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
た
の
で
，
今
後
再
発
し
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
ら

れ
た
い
。

　
　
　
　
（
内
容
）

　
　
　
　
　
複
写
サ
ー
ビ
ス
料
金
に
つ
い
て
，
契
約
内
容
と
異
な
る
金
額
の
請
求
書
に
よ
り
支
出
し
た
も
の
。

　
　
　
　
・
件
数
　
　
　
23件

　
　
　
　
・
正
支
出
額
　
378,736円

　
　
　
　
・
誤
支
出
額
　
417,918円

　
　
　
　
・
返
納
額
　
　
 39,182円

　
　
ロ
　
措
置
の
内
容

　
　
　
イ
 　
再
発
防
止
の
た
め
，
支
出
の
都
度
，
発
令
辞
令
と
支
給
調
書
の
照
合
確
認
を
行
っ
た
。
ま
た
，
事
務
室
内

の
大
型
カ
レ
ン
ダ
ー
に
報
酬
支
給
日
等
を
記
載
し
，
事
務
失
念
等
の
注
意
喚
起
を
図
っ
た
。

　
　
　
　
　
そ
の
結
果
，
職
員
間
の
情
報
の
共
有
化
に
よ
り
，
相
互
確
認
体
制
が
進
ん
だ
。

　
　
　
ロ
 　
事
務
処
理
の
改
善
の
た
め
，
支
出
の
都
度
，
契
約
書
と
複
写
機
カ
ウ
ン
タ
ー
報
告
書
と
の
照
合
・
確
認
を

行
っ
た
。

　
　
　
　
　
そ
の
結
果
，
職
員
間
の
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
働
き
だ
し
，
事
務
室
内
の
相
互
確
認
機
能
が
強
ま
っ
た
。


